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（第１２７号議案） 

 

中野区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正理由 

 一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令第２７号）の改正に

伴い、下記の通り規定の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

（１）地域限定保育士制度の一般制度化に伴い、第１８条の記載を改める 

（２）第２１条に定める児童指導員の資格を追加する 

（３）その他所要の改正 

 

３ 新旧対照表 
改正案 現行 

第１条～第１２条 （略） 第１条～第１２条 （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１３条 一時保護施設の職員は、入所している児

童に対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げる

行為その他当該児童の心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。 

第１３条 一時保護施設の職員は、入所している児

童に対し、法第３３条の１０各号に掲げる行為そ

の他当該児童の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

第１４条～第１７条 （略）  第１４条～第１７条 （略） 

（職員） （職員） 

第１８条 一時保護施設には、児童指導員（児童の

生活指導を行う者をいう。以下同じ。）、嘱託医、

看護師、保育士、心理療法担当職員、個別対応職

員、学習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調理

員を置かなければならない。ただし、児童１０人

以下を入所させる一時保護施設にあっては個別

対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設に

あっては学習指導員を、児童４０人以下を入所さ

せる一時保護施設にあっては栄養士又は管理栄

養士を、調理業務の全部を委託する施設にあって

は調理員を置かないことができる。 

第１８条 一時保護施設には、児童指導員（児童の

生活指導を行う者をいう。以下同じ。）、嘱託医、

看護師、保育士（国家戦略特別区域法（平成２５

年法律第１０７号）第１２条の５第５項に規定す

る事業実施区域内にある一時保護施設にあって

は、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略

特別区域限定保育士。以下同じ。）、心理療法担

当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士又は

管理栄養士及び調理員を置かなければならない。

ただし、児童１０人以下を入所させる一時保護施

設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託す



る一時保護施設にあっては学習指導員を、児童４

０人以下を入所させる一時保護施設にあっては

栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託

する施設にあっては調理員を置かないことがで

きる。 

２～４ （略）  ２～４ （略） 

第１９条・第２０条 （略） 第１９条・第２０条 （略） 

（児童指導員の資格） （児童指導員の資格） 

第２１条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

第２１条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑶の２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省

令第１１号）第５条の２の８に規定するこども

家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

 

⑷～⑽ （略） ⑷～⑽ （略） 

第２２条～第３５条 （略） 第２２条～第３５条 （略）  

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

   附 則  

この条例中第１３条及び第１８条第１項の改正規

定は公布の日から、その他の規定は令和８年３月１

日から施行する。 

 

 


